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の 事業主の海外渡航費

Q :私は、商用でアメリカへ出張すること

になりました。ついでに、カナダを観光して

こようと思うのですが、これらの費用は全額

必要経費になりますか。

A:事業の遂行上直接必要と認められる部

分しか必要経費にはなりません。

【解説】

事業主の海外渡航費用が必要経費になるか

どうかの判定は、その旅行目的がその事業遂

行上直接必要であるかどうかによって判定さ

れることになりますが、事業主が商用と併せ

て観光を行ったときには、その海外渡航に際

して支出した費用について、事業の遂行上直

接必要と認められる旅行期間と、認められな

い旅行期間との比等によってあん分し、その

事業遂行上直接必要と認められる旅行に係る

部分の金額だけが、旅費として必要経費にな

ります。

ただし、その渡航の直接の動機が特定の取

引先との商談、契約の締結等その事業の遂行

のためであり、その機会に観光を併せて行っ

たものである場合には、その取引先の所在地

等その事業を遂行する場所までの往復の旅費

は、その事業の遂行上直接必要と認められる

費用として必要経費に算入し、その渡航費用

のうち、その往復の旅費以外の部分の金額に

ついては、旅行期間等によるあん分を行って

事業の遂行上直接必要と認められる部分の金

額を必要経費に算入することとされています。
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